
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１１月２５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也          

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２２年１月２４日 １３時０９分ごろ 

発生場所 北海道八雲町八雲港東防波堤灯台から真方位０６４°４,８００ｍ付近 

（概位 北緯４２°１６.６′ 東経１４０°２０.５′） 

事故調査の経過  平成２２年２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 第八 大勝
たいしょう

丸、６.６トン 

 ＨＫ２－２１９０５（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.２５ｍ（Ｌr）×３.３７ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、９０（漁船法馬力数）、平成元年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成２年８月２４日 

  免許証交付日 平成２１年１１月２０日 

         （平成２７年８月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関及び航海計器等に濡損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、八雲漁港北東方沖約５,８００

ｍに設置されたほたて貝養殖施設において、船尾部の揚網機で、同施設の

桁縄を海面から持ち上げて浮き球を付ける作業を行っていた。 

 

 船長は、ふだんより船尾部が沈み、船尾甲板上を波が洗っていたことか

ら異常を感じ、甲板員に舵機室の上面に位置する船尾甲板上にある蓋
ふた

（以

下「船尾ハッチの蓋」という。）を開けて舵機室内を確認するよう指示し

た。 

 甲板員は、船尾ハッチの蓋を開けたところ、舵機室内が満水状態で、プ

ロペラ点検口の蓋が開いてずれているのを認め、「蓋が開いている。」と船

長に報告した。 

 船長は、立っていた位置から舵機室内が満水状態となっているのが見え

たが、プロペラ点検口は見えなかったので、甲板員の報告を船尾ハッチの

蓋が開いているものと解釈し、桁縄を持ち上げた際に船尾部が沈み、海水

が船尾甲板にある船尾ハッチから舵機室に浸入したものと思い、低速で帰

航して、排水のため上架することとした。 

 本船は、八雲漁港へ向けて約４～５ノットで南進中、さらに船尾部が沈

む状態になったので、船長は、漁業協同組合に無線で救助を要請した。 
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 本船は、八雲港東防波堤灯台から真方位０６４°４,８００ｍ付近で停止

したところ、排水口から海水が浸入し、船尾部が海中に没しながらゆっく

り右舷側に傾斜し、平成２２年１月２４日１３時０９分ごろ転覆した。 

 船長及び甲板員は、海中に投げ出されたが、来援した僚船に救助され

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、水温 約４℃ 

 その他の事項  船長及び甲板員は、操業中、救命胴衣を着用していなかったが、転覆す

る直前に着用した。 

 本船は、船首船橋型の漁船で、上甲板下は、船首側から順に船首部空区

画、第一魚倉、第二魚倉、機関室区画、船尾側空区画、舵機室の６つの区

画が設けられていた。 

 本船は、舵機室に舵取装置が設置され、プロペラ翼の真上の舵機室船底

に浮流物等がプロペラに絡んだ場合の除去作業等のため、直径２４㎝のプ

ロペラ点検口が設けられ、その周囲には、船底から高さ約５８㎝、縦約８

７㎝、横約５５㎝の囲壁が設けられていた。 

 プロペラ点検口の蓋はしんちゅう製で、中央に直径約５㎝の円形ガラス

の窓がはめ込まれたヒンジのない取り外し式であり、船底外板内側のプロ

ペラ点検口の周囲に等間隔に設置された４個の蝶ネジ付き起倒式ボルトに

より、プロペラ点検口の蓋の周囲に備わった鍔
つば

を締め付けて水密を保つよ

うになっていた。  

 プロペラ点検口の蓋は、本事故後に本船を上架したときには流失してい

た。 

 舵機室から機関室区画までの各隔壁には、ケーブル及び油圧パイプが貫

通する部分に透き間があり、水密となっていなかった。 

 上甲板面の舷側には、長方形の排水口が両舷に各９個設けられていた。 

 本船は、積載物として浮き球約１００個を船尾甲板に、ほたて貝を選別

及び洗浄する機械やベルトコンベアを船体中央部に積んでおり、本船の出

航時の喫水は、船首約６５㎝、船尾約１６８㎝、船尾の喫水面からプロペ

ラ点検口の囲壁上面までの高さは約２８㎝で、船尾部は赤いペンキ部分が

少し見えていた。 

 船長は、プロペラ点検口の点検と蝶ネジの締め付け状況の点検を約１０

日に１度程度行っていた。これまで、船尾ハッチの蓋を開けると海水が溜

まっていることがあったが、囲壁を超えて舵機室に浸水したことはなく、

本事故前日に点検したとき、海水が少し溜まっていたので、くみ出して、

道具を使用せずに、手で蝶ネジの締め付けを行っていた。 

 船長は、ふだん、低速で航行した際、機関の振動が少し大きいのを感じ

ていた。 

 本船の主機は、転覆するまで運転されていた。 

あり 分析 乗組員等の関与 

あり 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 本船は、八雲漁港北東方沖のほたて貝養殖施設

付近において、プロペラ点検口の蓋が開いていた

ことから舵機室に浸水し、隔壁のケーブル及び油

判明した事項の解析 
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圧パイプが貫通する部分の透き間から船尾側空区

画に浸水し、転覆したものと考えられる。 

 プロペラ点検口の蓋は、蝶ネジが機関の振動に

より緩んだ可能性があると考えられる。 

 本船は、揚網機で桁縄を海面から持ち上げて浮

き球を付ける作業の際、桁縄の重量で船尾喫水が

増大し、プロペラ点検口から入った海水が、プロ

ペラ点検口の囲壁からあふれて舵機室が満水とな

り、隔壁の透き間から隣接する船尾側空区画に浸

水し、さらに、八雲漁港へ向け航行したことで浸

水量が増加したものと考えられる。 

 甲板員は、プロペラ点検口の蓋が開いてずれて

いるのを見て、「蓋が開いている。」と船長に報告

したが、船長は、船尾ハッチの蓋が開いているも

のと解釈し、桁縄の重量で船尾部が沈んだ際に船

尾ハッチの蓋がずれて海水が船尾甲板上から舵機

室に浸水したものと思い込み、自ら舵機室内の状

況を確認しなかったため、プロペラ点検口から浸

水していることに気付かなかったものと考えられ

る。 

 船長が、舵機室内の浸水状況を確認し、プロペ

ラ点検口の蓋を閉めて海水を排水するか、自力航

行することなく僚船に救助要請を行うなどの対応

をとっていれば、本事故を回避できた可能性があ

ると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、八雲漁港北東方沖のほたて貝養殖施設付近におい

て、揚網機で桁縄を海面から持ち上げて浮き球を付ける作業中、船長が、

舵機室が満水となっていることを認めた際、プロペラ点検口の蓋が開いて

いることに気付かなかったため、隔壁の透き間から隣接する船尾側空区画

に浸水し、八雲漁港へ帰航中、浸水量が増して転覆したことにより発生し

たものと考えられる。 

 




